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議事 議案第4号  坂戸小学校創立150周年記念事業実行委員会会則の制定について 

坂戸小学校創立 150周年記念事業実行委員会会則（案） 

（名称) 

第１条  この会は、坂戸小学校創立 150 周年記念事業実行委員会（以下「実行委員会」という。）と

称する。 

（目的） 

第２条  実行委員会は、坂戸市立坂戸小学校の創立 150 周年を記念し、その足跡を顧み、祝うととも

に、今後の発展のため、創立 150周年記念事業の企画、立案、実施及びその円滑な運営にあた

ることを目的とする。 

（活動） 

第３条  実行委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 

⑴ 記念事業の企画、立案及び実施に関すること

⑵ 記念事業の実施に伴う関係機関との連絡調整に関すること

⑶ その他実行委員会の目的達成に必要なこと

（組織） 

第４条  実行委員会は、以下の者をもって組織する。 

⑴ 令和３年度及び令和４年度坂戸市立坂戸小学校 PTA（以下「PTA」という。）の本部役員

⑵ 委員長が必要と認めた者

（役員） 

第５条  実行委員会に、次の役員を置く。 

⑴ 委員長 １名

⑵ 副委員長 4 名以内

⑶ 会計 2 名

⑷ 顧問 若干名

（役員の選出） 

第６条  役員の選出は、次の通りとする。 

⑴ 正副委員長は、実行委員の互選による。

⑵ 会計は、委員長が実行委員中に委嘱する。

⑶ 顧問は、委員長が必要と認めた者に委嘱する。

（役員の職務） 

第７条  役員の職務は、次の通りとする。 

⑴ 委員長は、実行委員会を代表し、会務全般を総理する。

⑵ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるとき又は委員長が欠けたときは、予め委員長

が指名した順序によりその職務を代行する。

⑶ 会計は、会計事務を処理する。
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⑷ 顧問は、委員長の求めに応じ意見を述べるとともに、第２条の目的達成のために総合的な助言及

び支援を行う。

（任期) 

第８条  役員の任期は、次条の規定に基づき実行委員会が解散するときまでとし、坂戸小学校 PTA会

則第９条の規定は適用しない。 

 (解散) 

第９条  実行委員会は、第２条の目的が達成されたときは、PTA 運営委員会の決議により解散する。 

(経費) 

第１０条 実行委員会の経費は、坂戸小学校 PTA 特別会計の定期預金（記念行事積立金）等をもって充

てる。 

(会計年度) 

第１１条 実行委員会の会計年度は、毎年 4月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。 

（変更等) 

第１２条 会則の変更及び細則の制定は、坂戸小学校 PTA 会則第 8 章附則に準ずる。 

（委任） 

第１３条 この会則に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定め

る。 

附則 

この会則は、令和 4 年 4 月 28 日から施行する。 
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